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３．事故発生時に必要となる手続き  

 

  日本滞在中、被保険者が事故にあった場合は、以下のとおり受入れ機関としての対応

（被保険者のフォロー）をお願いいたします。                                                      

＊事故の内容によって保険金請求手続き方法が異なります。 

 

（１）病気やケガによる治療（原則キャッシュレス治療サービスが利用可能） 

        

□ 症状の報告を受けたのち、病院での受診を指示ください。 

□ 医療機関に行く際には、『付保証明書』を必ず持参するよう指示ください。 

□ 本人確認をする際に必要となるため、パスポートも持参ください。 

□ 可能な限り被保険者本人に付き添っていただくようお願いします。 

□ 受診後、会計が無い旨を医療機関へ確認してください。 

□ 医療機関より処方箋を受領ください。 

□ 薬局に行き、処方箋と併せて『付保証明書』を提示ください。 

□ 薬を受領ください。⇒こちらで受診は完了します。 

 

 

 

 

 

 

※医療機関によっては、キャッシュレス治療サービスが利用できない場合もあり

ます。キャッシュレス治療サービスが利用できない場合は、所定の保険金請求

書を作成し、領収証原本を添付のうえ損保ジャパンへ提出ください。請求者は

原則被保険者本人となりますが、受入れ機関の担当者が診療費を立て替え払い

した場合などは、被保険者本人に代わって保険金請求することが可能です。詳

しい手続きは代理店よりご案内いたします。 
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